
１　 職員の任免及び職員数に関する状況

　（１）職員数の状況と主な増減理由 （各年度4月1日現在、単位：人）

（注）職員数は、一般職に属する職員数です。

　（２）職員の採用及び退職の状況

令和5年度に採用及び退職した職員の状況は、次のとおりです。

（単位：人）

（注）1　その他の内訳は、自己都合（2人）です。

　　　2　（　）内は再任用職員であり、外書です。

　（３）会計年度任用職員の状況

（各年度4月1日現在、単位：人）

２　 職員の人事評価の状況

３　 職員の給与の状況

　（１）総括

ア　人件費の状況（普通会計決算）

イ　職員給与費の状況（普通会計決算）

34 14

フル

令和6年度令和5年度

企画部門の業務減に伴う減員

主な増減理由

退職予定の職員に変わる正職員補充に伴う増員

県への職員派遣に伴う減員

　　　　　　　　任用
　区分 パート フル パート

会計年度任用職員 37 14

地方公務員法の改正に伴い、平成28年度から人事評価制度を導入し、職員の勤務成績の評定を一方的に行うこれまでの勤務評定
とは異なり、「能力評価」と「業績評価」の両面から評価を行い人事管理の基礎として活用することにより、組織全体の士気高揚、公務
能率の向上、住民サービス向上を目的としています。

（注）人件費には、特別職及び会計年度任用職員に支給される報酬等も含まれています。

5年度 254,531千円

区　　分
（参考）

　　　（令和6年1月1日） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ 4年度の人件費率

2,939人 3,275,531千円 703,548千円 21.5% 19.8%

一人当たり
給与費　B/A給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ

鮫川村人事行政の運営等の状況の公表について（令和6年12月公表）

採　用

2

令和5 令和6
　　　　　　　　　　　区　　　　分
 部　　　　門

職員数 対前年
増減数

一般行政
部　　　門

特別行政
部　　　門

普通会計　計

公営企業

議　　会

総務・企画

退　　　　　　　　職

定　年 勧　奨

税　　務

　　　　　　　　区分
　職種

民　　生

2

合　計

衛生部門の業務減に伴う減員

公益法人等（社会福祉協議会）への職員派遣に伴う
増員
認定こども園保育部の体制強化に伴う増員
福祉部門の体制強化に伴う増員

その他

区　　分
職員数

A

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

5年度 62人 223,260千円 40,577千円 91,357千円 355,194千円 5,729千円

衛　　生

水　　道

その他

小　　計

農林水産

商　　工

0

△ 1

0

4

△ 1

合　　　　　計

1

16

3

8

5

8

2

5

48

14

14

62

2

1

3

6

68

教　　育

1

15

3

12

4

7

3

5

50

土　　木

小　　計 2

△ 3

0

認定こども園幼稚部の業務減に伴う減員
県への職員派遣に伴う増員
退職職員及び異動職員の不補充に伴う減員

公益法人等（商工会）への職員派遣に伴う増員

△ 1

1

11

11

61

3

1

1

3

7

△ 3

△ 1

1

小　　計

病　　院

068

0

0

住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人件費率

001一般職
(0)(0)
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　（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

ア　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

歳 円 円

イ　初任給及び経験年数別・学歴別平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

　（３）一般行政職の級別職員数等の状況

ア　一般行政職の級別職員数の状況（令和5年4月1日現在）

（注）１　鮫川村の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

   　  2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

イ　一般行政職の特別昇給の状況

　　勤務成績が特に優秀である場合や勤続年数25年の場合等に、上位の号給に昇給させることができるものです。

（注）職員数は、各年度4月1日現在の一般行政職員数です。

　（４）職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（5年度支給割合） （5年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

イ　退職手当（令和6年4月1日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　

千円 千円

（5年度）

(1.375

　一般行政職

　　　2　「平均給料月額」とは、令和5年4月1日現在における職員の基本給の平均です。

職員数　Ａ

実施職員数　Ｂ

比　率　Ｂ／Ａ

令和4年度

52人

0人

47.709月分 47.709月分

大　学　卒 ＊ -

区　　　　分

特に高度な知識経験を必要とする係長、課長補佐

６　　級

9.6％

11.5％

-

主任主事

特に高度な知識経験を必要とする係員、係長

10人

157,900円

―

4人

令和5年度

7.7％

(注)個人情報保護の観点から、対象となる職員が1人又は2人の場合は、当該箇所をアスタリスク（*）としています。
　　 また、その他数値のない欄については、すべてハイフン(-)としています。

26.9％

＊

構成比

25.0%

＊

48人

6人

高　校　卒

標準的な職務内容

5人

３　　級 14人

職員数

　１人当たり平均支給額（5年度）

２　　級

高度な知識経験を必要とする課長

１　　級

特に高度な知識経験を必要とする課長補佐、課長

2.452.45

５　　級

４　　級

福島県

2.00

13人

勤続２０年

平均給料月額

経験年数３０年

平均年齢 平均給与月額

40.8

経験年数２５年

318,560

一般行政職

経験年数１０年 経験年数２０年初任給

（注）1　「一般行政職」とは、税務職、看護・保健職、福祉職、企業職、教諭職（幼稚園）を除いた職員です。

189,500円

＊

392,070

区　　分

-＊

 月分

（割増率2～45％）

19.2％主事

自己都合

鮫川村

勤続２０年 24.586875月分

3人

6.3%0.0%

･役職加算5～20％
･管理職加算15～25％

2.00  月分

(0.975

自己都合

(0.975

･役職加算5～15％

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

職制上の段階、職務の級等による
加算措置

 月分）

その他の加算措置

(1.375

国

47.709月分

勧奨・定年

定年前早期退職特例措置

19.6695月分

39.7575月分

33.27075月分33.27075月分

定年前早期退職特例措置

勤続３５年

最高限度額

（割増率2～45％）

28.0395月分

その他の加算措置

最高限度額

47.709月分

１人当たり平均支給額 ＊

(注)個人情報保護の観点から、対象となる職員数が2人以下の場合は、当該箇所をアスタリスク(*)としています。

 月分）

 月分

 月分）

鮫川村

1,543千円

 月分）

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

19.6695月分

勤続２５年

47.709月分

47.709月分

勤続２５年

39.7575月分

28.0395月分

勤続３５年

勧奨・定年

24.586875月分

　　　3　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額の平均
　　　　　です。

－
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ウ　特殊勤務手当（令和5年4月1日現在）

　支給なし

エ　時間外勤務手当

オ　その他の手当（令和5年4月1日現在）

借
家
・
借
間

交
通
機
関
等
利
用

自
家
用
車
等
利
用

17,000円

458,583円

277,857円

136千円

週休日等
6,000円～
18,000円
平日深夜
3,000円～
6,000円

異

管理職員が臨時又は緊急の必要等により
週休日等又は平日深夜に勤務したとき
　週休日等
　　4,000円～6,000円（6時間超えは5割増）
　平日深夜
　　2,000円～3,000円

管理職員
特別勤務手当

23,808円

-寒冷地手当 非該当 -

１回につき
4,400円

5時間未満
2,200円

異 -

宿日直手当

単身赴任手当 -

1,238千円

同

家賃
16,000円

超え

職員１人当たり平均支給年額（5年度決算） 353千円

384千円

加算額
8,000円～
70,000円

宿直・日直により休日に勤務したとき
　1回につき5,500円
ただし、勤務時間が5時間未満のとき
　1回につき2,750円

異

同

職員１人当たり平均支給年額（4年度決算）

扶養親族のある職員
　配偶者　月額　6,500円
　子　　　　月額10,000円
　父母等　月額　6,500円
　16歳～22歳までの子等　5,000円加算

借家等に居住し、月額9,500円を超え
る家賃を支払っている職員
　家賃20,500円以下
　　家賃額－9,500円
　家賃20,500円超え54,500円未満
　　（家賃額－20,500円）×
　　　　　　　　　1/2＋11,000円
　家賃54,500円以上
　　28,000円

国の制度と
異なる内容

通勤のため交通機関等を利用し、その
運賃等を負担することを常例とする職
員
　運賃が64,000円以下のとき
　　運賃等相当額
　運賃等が64,000円を超えるとき
　　（１箇月当たりの運賃等相当額等の
　　額-64,000円）×1/2+64,000円×支
　　給単位期間の月数

管理職手当

管理・監督の地位にある職員

異

　52,000円
　43,100円
　33,700円
　32,300円
　20,400円

異動等により配偶者と別居し、単身で生活
することとなったとき（移動距離に応じて）
　基本額30,000円
　距離に応じた加算額6,000円～58,000円

6級1種
　 　2種
　 　3種
5級3種
　　 4種

職務の級及び
区分に応じて
46,300円～
130,300円

5,503千円

支給実績（5年度決算） 17,667千円

114,660円

国の制度
との異同

住居手当

扶養手当

手当名

運賃
55,000円
　　　以下

内容及び支給単価

支給実績（4年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

（5年度決算）

通勤手当

通勤のため自動車等を使用することを
常例とする職員
　通勤距離片道2㎞以上で通勤距離に
応じて2,900円～67,900円

異

241,778円2,176千円

支給実績
（5年度決算）

2,000円～
31,600円

異

6,077千円

7,780千円

19,222千円
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　（５）特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

月分

月分

　　 （算定方式）

　（６）会計年度任用職員の給料等の状況

ア　会計年度任用職員の職員給与費の状況（普通会計決算）

イ　会計年度任用職員の手当の状況

（ア）期末手当

（イ）退職手当

（注）1　「その他」とは、市町村職員の退職手当に関する条例の適用要件を欠いたことによるものです。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　（１）職員の勤務時間の状況（令和5年4月1日現在）

　（２）職員の年次有給休暇の使用状況

　各年の1人当たりの平均使用日数は、次のとおりです。

（注）一般職の実績です。

　一般的な職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1日 7時間45分（午前8時30分～午後5時15分）、1週間 38時間45分です。
　また、認定こども園勤務職員等、勤務の特殊性によりこの勤務時間により難い職員の勤務時間は別に定めています。

＊

＊

1人当たり平均支給額

　　　2　個人情報保護の観点から、対象となる職員数が2人以下の場合は、当該箇所をアスタリスク(*)としています。

5年度

事由

任期満了

そ の 他

取得率

9.3日

令和4年

20.％

増減

0.8

2.1

支給率 1人当たり平均支給額

429千円2.45月分

期末・勤勉手当

5年度 44人 86,461千円

5年度

区　　分
職員数

A
一人当たり

給与費　B/A給　 料 職員手当報　酬

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

455,000

　給料月額×48月×20/100　　　任期ごと

副 村 長

副 議 長 176,000

教 育 長

副 村 長 481,000

区 分

村 長 528,000

給 料 月 額 等

給

料

期
末
手
当

議 員

3.07

報

酬

234,000

村 長 　　（5年度支給割合）

161,000

議 長

村 長

副 村 長

3.35

　給料月額×４8月×48/100　　　任期ごと

　給料月額×48月×29/100　　　任期ごと

教 育 長

　　（5年度支給割合）議 長

副 議 長

議 員

教 育 長

退
職
手
当

126,282千円15,278千円

　　計　　Ｂ

5,687千円 18,856千円 2,870千円

平均取得日数

年次有給休暇は、1年ごとに20日（中途採用者は別に定める日数）が付与されており、20日を越えない範囲内の残日数は、翌年に繰
り越すことができることになっています。付与日数の上限は40日です。

17.9％

令和5年

10.1日
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　（３）病気休暇及び特別休暇の状況

　令和5年4月1日現在、定められている特別休暇は、次のとおりです。

　（４）介護休暇の状況

５　職員の休業に関する状況

　（１）育児休業等の取得状況（令和5年度）

　各年度の取得状況は、次のとおりです。

病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない場合に認められる有給休暇で
す。

特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産等、その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として定められてい
る有給休暇です。

　必要と認められる期間

　6月1日から10月31日までの期間内における5日以内

10　ボランティア休暇

11　結婚休暇

　5日以内 3　育児参加のための休暇

　5日以内12　不妊治療休暇

　その都度2日以内

 8　忌引休暇

15　選挙権等の権利行使のための休暇

　連続する5日以内

　必要と認められる期間

16　証人等として官公署へ出頭するための休暇 　必要と認められる期間

 7　生理休暇

男　性 女　性

0人 0人

育児休業 部分休業

18　風水震火災等による交通の遮断を事由とする休暇

　必要と認められる期間

令和5年度

男　性

1人

女　性

　育児休業とは、3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日までの期間を限度として、職務に従事しないとする制度です。
　育児休業をしている期間については、給与は支給されません。
　部分休業とは、小学校就学前の子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を限度)について勤務しないとする制度です。
　部分休業をしている時間については、給与は支給されません。

13　父母の祭日の休暇 　その都度１日以内

　配偶者の場合10日以内　ほか

 9　夏季休暇

介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護を
するため、勤務しないことが相当である場合に合計6箇月の期間内で最大3回に分けて認められる休暇で、勤務しない時間は無給とな
ります。

介護時間は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護を
するため、勤務しないことが相当である場合に連続する3年の期間内で、1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができます。
　令和5年度は、取得者はいませんでした。

 6　要介護者の看護のための休暇 　5日以内

 5　子の看護のための休暇 　5日以内

　2日以内

 4　育児休暇 　1日2回各30分以内

種　　　　　　　　　　　　　　　　類

17　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
　　 の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇

　必要と認められる期間

20　風水震火災等による職員の通勤途上における身体の危険の
　　 回避を事由とする休暇

14　骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇

付　与　日　数

 1　産前産後休暇 　産前8週間以内、産後8週間以内

 2　配偶者の出産休暇

1人

　必要と認められる期間

19　風水震火災等による職員の居住の滅失等を事由とする休暇 　1週間の範囲内で必要と認められる期間

21　交通機関の事故等を事由とする休暇 　必要と認められる期間

　5日以内
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６　職員の分限及び懲戒処分の状況

　（１）分限処分の状況

　令和5年度の分限処分の状況は、次のとおりです。

　（２）懲戒処分の状況

　令和5年度の懲戒処分の状況は、次のとおりです。

ア　懲戒処分者数

イ　行為別懲戒処分者数

　分限制度は、職員が恣意的にその職を奪われないよう身分を保障することにより、　公務の中立性、安定性を確保し、公務能率の維
持及びその適正な運営を図る趣旨から整備されています。
　分限処分は、地方公務員法又は条例に定める事由に該当する場合に限り、任命権者が職員の意に反して、その身分に不利益な変
動をもたらす免職等の処分のことをいいます。

区　　　　　　　　分 降　任 免　職 休　職 降　給 合　計

勤務成績が良くない場合
（法第28条第１項第1号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人
職制等の改廃等により過員等を生じた場合
（法第28条第1項第4号）

０人 ０人

心身の故障の場合
（法第28条第1項第2号、第2項第1号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

職に必要な適格性を欠く場合
（法第28条第1項第3号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

合　　　　　　　　　　計 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

０人法第28条第4項により失職した者

刑事事件に関し起訴された場合
（法第28条第2項第2号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

条例に定める事由による場合
（法第27条第2項）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

停　職 免　職 合　計

法令違反
（法第29条第１項第1号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

　懲戒制度は、職員の一定の義務違反に対して、道義的責任を追及することにより、地方公共団体における規律と公務遂行の秩序の
維持を図る趣旨から整備されています。
　懲戒処分は、法に定める事由に該当する場合に、職員の非違の責任を明らかにして科される制裁として、任命権者が職員の身分に
不利益な変動をもたらす免職等の処分のことをいいます。

合　　　　　　　　　　計 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

０人

区　　　　　　　　分

職務上の義務違反又は怠慢
（法第29条第1項第2号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第29条第1項第3号）

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

区　　　　　　　　分 戒　告 減　給

一般非行関係
（傷害・暴行の刑法違反等）

０人 ０人

戒　告 減　給 停　職 免　職 合　計

給与・任用に関する不正
（諸給与の不正領得等）

０人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人 ０人 ０人

０人 ０人 ０人 ０人 ０人合　　　　　　　　　　計

０人 ０人 ０人監督責任 ０人 ０人

０人 ０人 ０人

一般服務違反関係
（職務命令違反、信用失墜行為等）

道路交通法違反 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

収賄等関係 ０人
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７　職員の服務の状況

８　職員の退職管理の状況

９　職員の研修の状況

　（１）研修の実施状況（令和5年度実績）

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況（令和5年度）

　（１）職員互助会への補助金交付

（事業概要）道路愛護及び衛生用品配付等の福利厚生事業に対する補助

　（２）職員の福利厚生の実施状況

　（３）公務災害の状況

　（４）職員の利益の保護の状況

　職員の利益は、勤務条件に関する措置要求制度及び不利益処分に対する不服申立制度により保護されています。

取下げ 計
令和5年度
未認定件数

令和5年度中認定件数
区　分

令和4年度
申請件数

令和5年度
申請件数 公務上 公務外

地方公務員法第38条の2の規定により、営利企業などに再就職した元職員は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機
関の組織等の職員に対し、在職時の職務に関して一定の影響力を有することを背景に、離職後2年間、職務上の行為(契約、許認可
等)をするようにまたはしないように依頼・要求してはならないとされています。

職員は、再就職者による依頼などがあった場合、同条第7項の規定に基づき遅延なく任命権者にその旨を届け出なければなりませ
ん。

1 0 0 1 0

通勤災害 0 0 0 0 0 0 0

公務災害 1 1

イ　不利益処分に対する不服申立て制度

法第49条の2により、懲戒その他職員の意に反すると認める不利益処分を受けたとき、福島県公平委員会に不服申立てすることがで
きる制度です。

　令和5年度は、要求はありませんでした。

合　　計 1 1 1 0 0 1 0

ア　勤務条件に関する措置要求制度

地方公務員法第46条により、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、福島県公平委員会に対して、任命権者により適当な措置が
執られるべきことを要求することができる制度です。

　令和5年度は、要求はありませんでした。

36人

　職員の勤務能率の発揮及び増進のため、職務の階層に応じて行う職層別の研修（新規採用、係員、係長、管理者、課長研修）や、
個々の職員が習得したい知識研修、専門研修等を積極的に実施しています。

受講者数

延べ　11人

区　　　　　分

　ふくしま自治研修センター

職員の服務については、法第30条に服務の根本基準が定められているほか、法令等及び上司の命令に従う義務、信用失墜行為の
禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限などの義務や制限がされています。

これらの服務規律を保持するため、懲戒制度の適切な運用に努めているほか、日頃から職員に注意を喚起し、徹底を図っていま
す。

令和5年度の服務規律の遵守に関する主な取組状況は、定期的（夏季、年末等）に周知したほか、必要に応じて随時、職員への周
知を図りました。

0

0

再就職者による依頼などの承認申請

再就職者から依頼などを受けた場合の届出

3人

6人

25人

健康診断種別

生活習慣病予防健康診断

女性がん予防検診（子宮がん）

脳検診

人間ドック健康診断

実施主体

村

村

村

村

女性がん予防検診（乳がん）

村

110.0千円

受診者数

103人
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